
佐世保市町内、自治会集会所等整備資金貸付要綱  

 

（目的）  

第１条  この要綱は、佐世保市内の地域自治組織である町内

公民館、町内会及び自治会（以下「町内公民館等」という。）

が行う集会所整備に必要な資金の貸付け（以下「貸付」という

。）に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  

 

（貸付業務）  

第２条  貸付業務は、この要綱に定めがあるものを除き、（株

）十八親和銀行（以下「銀行」という。）が銀行所定の融資

規定により行うものとする。               

     

（貸付対象）  

第３条  銀行は、市長の推薦に基づき、次の各号の一に該当す

る場合にのみ、資金を貸付けるものとする。ただし、災害に

よる復旧工事、世帯数の急激な増加による集会所の増築など

緊急やむをえない場合を除き、この要綱により既に貸付を受

け未償還がある場合は、貸付ないものとする。  

 ⑴  町民が自ら利用する目的で集会所用の建物を新築、増改

築、移築又は集会所の敷地を復旧又は造成するとき。  

⑵  町民が自ら利用する目的で集会所用の建物及び敷地を購

入するとき。  

 

（貸付を受ける要件）  

第４条  貸付を受けようとする町内公民館等は、前条に規定す

る事項に関し、必要とする総経費の三分の一以上の金額を、

貸付を受ける時期までに積み立てておかなければならない。  

２  集会所整備に必要な資金の調達が困難と認められること。  

３  前条の規定にかかわらず市長において不適当と認めた町内

会等に対しては、銀行は貸付を行わない。         

                            

（貸付金額）  

第５条  貸付金は、一町内公民館等当り１，０００万円の範囲

とする。  

 



（貸付金利息及び償還方法）  

第６条  貸付金に対する利息は、別紙覚書のとおりとし、貸付

金の償還は原則として１年据置の期間を含めて７年以内の月

賦償還とする。ただし、償還が遅延したときは、銀行所定の

遅延利息を付する。  

２  貸付金の償還方法は、償還計画書（様式１）に基づき銀行

の指定方法で毎月支払わなればならない。  

 

（貸付申込）  

第７条  貸付を受けようとする町内公民館等の代表者（以下「

代表者」という。）は、貸付申請書（様式２）に所定の事項

を記入し署名押印のうえ、次に掲げる書類及び市長が必要と

認める書類それぞれ２通を添えて市長に提出しなければなら

ない。  

 ⑴  新築、増改築、移築及び敷地復旧又は造成の場合  業者

の工事見積書写及び工事予定調書（様式３）、平面図、残

高証明書  

 ⑵  建物及び敷地購入の場合  売買契約書写又は予約を証明

する書類、購入予定調書（様式３）  

 

（貸付推薦）  

第８条  市長は前条の各号に定める書類が提出されたときは、

その内容を審査し推薦の可否を決定し、代表者及び銀行に通

知しなければならない。   

 

（貸付決定）  

第９条  代表者が銀行の審査結果により、貸付決定の通知を受

けたときは、直ちに次に掲げる書類を市長へ提出しなければ

ならない。  

 ⑴  新築、増改築、移築及び敷地復旧又は造成の場合  工事

契約書写、請書写、確認通知書（建築物新築のみ）等これ

を証する書類  

 ⑵  建物及び敷地購入の場合  売買契約書写  

 

（貸付金交付）  

第１０条  市長は、前条による書類の提出を受けたときは、直



ちに銀行に対して通知するものとする。  

２  銀行は、前項による通知を受けたときは、速やかに貸付金

を交付するものとする。  

 

（貸付推薦の取消し）  

第１１条  市長は、第８条の規定により銀行に推薦した町内公

民館等（以下「被推薦町内公民館等」という。）が、次の各

号のいずれかに該当すると認められるときは、当該推薦を取

り消すことができる。  

⑴  貸付金を本来の目的以外に使用したとき。  

⑵  不正の手段又は虚偽の内容による申込みを行っていたと

き。  

⑶  被推薦町内公民館等が、次の各号のいずれかに該当する

とき。  

イ  役員等（被推薦町内公民館等の役員をいう。以下この

号において同じ。）が佐世保市暴力団排除条例（平成２

４年条例第１号。以下「条例」という。）第２条第２号

に規定する暴力団員（以下この項において「暴力団員」

という。）であると認められるとき。  

ロ  暴力団（条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。

以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質

的に関与していると認められるとき。  

ハ  役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図

る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団

又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。  

ニ  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給

し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴

力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認

められるとき。  

ホ  役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められるとき。  

２  市長は前項の規定により推薦を取り消した場合には、推



薦を取り消した町内公民館等（以下「推薦取消し町内公民

館等」という。）の代表者及び銀行に通知しなければなら

ない。  

 

（貸付決定の取消し）  

第１２条  市長は、前条の規定により推薦を取り消した場合に

は、銀行に対し、推薦取消し町内公民館等に対する貸付決定

の取消しを求めることができる。  

２  銀行は前項の規定により貸付決定を取り消した場合には、

速やかに市長及び推薦取消し町内公民館等の代表者へ通知し

なければならない。  

 

（貸付金の返還債務の期限の利益の喪失）  

第１３条  銀行は、前条の規定により貸付決定の取り消しを

行う場合に備え、償還期限前であっても貸付金の一部又は

全部を返還させる旨の債務の期限の利益の喪失の約定をす

るものとする。  

 

（細則）  

第１４条  この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必

要な事項は別に市長が定める。  

 

   附  則  

 この要綱は、昭和５６年５月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、昭和５７年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、昭和６２年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、昭和６３年４月１日から施行する。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、平成２年４月２日から施行する。  

 （適用）  

２  改正後の第６条第１項の規定は、この要綱の施行の日（以

下「施行日」という。）以後の申込みに係る貸付について適



用し、施行日前までの申込みに係る貸付については、なお従

前の例による。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、平成３年４月１日から施行する。  

 （適用）  

２  改正後の第６条第１項の規定は、この要綱の施行の日（以

下「施行日」という。）以後の申込みに係る貸付について適

用し、施行日前までの申込みに係る貸付については、なお従

前の例による。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、平成４年４月１日から施行する。  

 （適用）  

２  改正後の第６条第１項の規定は、この要綱の施行の日（以

下「施行日」という。）以後の申込みに係る貸付について適

用し、施行日前までの申込みに係る貸付については、なお従

前の例による。     

附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、平成５年４月１日から施行する。  

 （適用）  

２  改正後の第６条第１項の規定は、この要綱の施行の日（以

下「施行日」という。）以後の申込みに係る貸付について適

用し、施行日前までの申込みに係る貸付については、なお従

前の例による。     

附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、平成８年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第５条の規定は、この要綱の施行の日（以下「施

行日」という。）以後の申込みに係る貸付について適用し、

施行日前までの申込みに係る貸付については、なお従前の例

による。  

   附  則  

 （施行期日）  



１  この要綱は、平成９年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第６条第１項の規定は、この要綱の施行の日（以

下「施行日」という。）以後の申込みに係る貸付について適

用し、施行日前までの申込みに係る貸付については、なお従

前の例による。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第１１条から第１３条までの規定は、この要綱の

施行の日（以下「施行日」という。）以後の申込みに係る貸

付について適用し、施行日前までの申込みに係る貸付につい

ては、なお従前の例による。  

附  則  

 （施行期日）  

 この要綱は、平成２５年１月１５日から施行する。  

（施行期日）  

 この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。  


